
町組織・問い合わせ先一覧

部署名 場所 係名 直通電話番号 問合せメールアドレス

総務課
　秘書 /人事 / 財政 庁舎２階

行政係
582-2111 soumu@town.koori.fukushima.jp

財政係

総合政策課
　総合計画 /広報広聴 /観光 庁舎２階

政策推進係
582-2115 seisaku@town.koori.fukushima.jp

広報広聴係

税務住民課
　戸籍・住民票 /住民税
　国民健康保険

庁舎１階

課税係

582-2114 zeiju@town.koori.fukushima.jp収納係

住民国保係

生活環境課
　町内会 /防災 / 廃棄物 庁舎２階

環境係
582-2123 kankyo@town.koori.fukushima.jp

危機管理係

健康福祉課
　健康 /子育て支援
　介護保険 /福祉

庁舎１階

健康増進係
582-1133

kenko@town.koori.fukushima.jp子育て支援係

福祉介護係 582-1134

産業振興課（農業委員会）
　農林業 /有害鳥獣 /商工業
　企業誘致

庁舎１階
農林振興係

582-2126 sangyoshinko@town.koori.fukushima.jp
商工振興係

建設水道課
　都市計画 /移住定住 /道路
　水道

庁舎２階

建設係

582-2127 kensetsu@town.koori.fukushima.jp都市整備係

上下水道係

会計室
　出納 庁舎１階 出納係 582-2125 kaikei@town.koori.fukushima.jp

教育文化課（教育委員会）
　小中学校 /幼稚園 /保育所	
　生涯学習 /文化・スポーツ

庁舎３階

こども教育係
582-2403

kyoiku@town.koori.fukushima.jp

生涯学習係

給食センター 581-0250

醸芳幼稚園 582-3014

醸芳保育所 582-3229

議会事務局
　町議会に係る庶務議事	 庁舎３階 庶務議事係 582-2113 gikai@town.koori.fukushima.jp

※町政全般へのご意見については、「ご意見箱」をご利用ください。⇒

事業の名称 助成の内容・補助率又は金額 助成対象者 担当課・係

住宅用再生可能エネル
ギーシステム設備等設置
費補助金

再生可能エネルギーの導入推進と普及啓発のため、住
宅用再エネ設備を設置した方に対し補助金を交付
【補助率又は金額】
①住宅用太陽光発電システム
　１kwあたり３万円、最大４kw（上限12万円）
②定置用リチウムイオン蓄電池システム
　１kwhあたり２万円、最大５kwh（上限10万円）
③バイオマス燃料ストーブ設備
　対象経費の総額に１／５を乗じた額（上限５万円）
④電気自動車充給電設備
　１件あたり５万円

住宅用再エネ設備設置者 生活環境課
環境係

要保護準要保護児童生徒
就学援助費
（小・中学校）

経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保
護者に対し学用品費等の一部を援助
【補助率又は金額】
学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費等
国で示す額の範囲内

教育委員会の認定基準に
基づく審査により「要保
護」又は「準要保護」と
して認定を受けた世帯

教育文化課
こども教育係

一時預かり保育利用助成
費

就学前の乳幼児が保育施設等で一時預かり保育を利用
した場合、費用の一部を助成
（※醸芳幼稚園で実施の臨時預かり保育を除く。）
【補助率又は金額】
保護者負担額（保育利用料金）の１／２以内
月額上限：１万円（100円未満切捨）

就学前の乳幼児 健康福祉課
子育て支援係

病児・病後児保育利用助
成費

就学前の乳幼児が保育施設等で病児・病後児保育を利
用した場合、費用の一部を助成
【補助率又は金額】
保護者負担額（保育利用料金）の１／２以内
月額上限：１万円（100円未満切捨）

就学前の乳幼児 教育文化課
こども教育係

全国大会等出場激励金
（文化・芸術・スポーツ）

予選を勝ち抜いた全国大会出場者へ、更なる活躍を期
して激励金を交付
【補助率又は金額】
限度額：個人15,000円、団体75,000円
（大会内容や開催地域により上記の範囲内で決定）

全国大会等出場者 教育文化課
生涯学習係

出会い結婚支援事業

県が実施する結婚マッチングアプリ「はぴ福なび」の
登録料を助成
【補助率又は金額】
１回限り：１万円

「はぴ福なび」登録者 健康福祉課
子育て支援係

■貸付金

事業の名称 事業の内容・貸付限度額 貸付対象者 担当課・係

地域づくり資金貸付制度

町の風土や自然・歴史・文化などの地域資源を活かし
た地域づくりや、地域活性化に寄与すると認められる
事業を実施する団体等に対し、貸付けを実施
【貸付額】
貸付対象経費の８割以内（10万円未満切捨）
無利子・１年以内で償還

町民が主体となり設立し
た町所在の団体又は組織

総務課
財政係

災害援護資金貸付事業

自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、
貸付けを実施
【貸付額】
限度額：350万円

被害を受けた世帯の世帯
主

健康福祉課
福祉介護係

桑折町奨学資金

推薦基準を満たし、在学する学校の長の推薦を受ける
など、応募資格を満たす学生・生徒に対し貸付けを実
施
【貸付額】
１．修学資金
　①大学・短期大学・専門学校：月額３万５千円以内
　②高等学校・高等専門学校・専修学校：月額２万円
以内

２．入学支度金
　①大学・短期大学・専門学校：30万円以内
　②高等学校・高等専門学校・専修学校：20万円以内

町出身の生徒又は学生
で、能力があるにもかか
わらず経済的理由により
修学困難と認められる者

教育文化課
こども教育係
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